
熊本県福祉サービス第三者評価結果公表基準（概要版） 
              
１ 福祉サービス事業者情報 
（１）事業者概要                                                                 

事業所名称：児童養護施設 龍山学苑 種別：児童養護施設 

代表者氏名：理事長 上村 宏渕 

（管理者） 施設長 上村 宏渕 
開設年月日： 
            昭和18年4月1日 

設置主体：社会福祉法人 龍山学苑 

経営主体：社会福祉法人 龍山学苑 
定員： 51名 
（利用人数） 34名 

所在地：〒861-8006 

    熊本県熊本市北区龍田6-3-60 
連絡先電話番号： 
  096-338-0845 

ＦＡＸ番号： 
  096-338-0656 

ホームページアドレス https://ryuzangakuen.jimdofree.com/ 

（２）基本情報                                                                   
サービス内容（事業内容） 施設の主な行事 
児童養護事業、ショートステイ事業、トワ

イライトステイ事業、生活困窮者レスキュ

ー事業 等 

花見、棟旅行、だるまの会、 買い物・外食、
フリーデー、合同キャンプ、薬師堂地蔵祭り、

栗拾い、学苑祭、みかん狩り、餅つき、クリ

スマス会、正月旅行、どんどや、お別れ会、

子ども会議総会、リデルライト交流会 等 
居室概要 居室以外の施設設備の概要 
本体ユニット（男女各1）、地域小規模児童

養護施設2  
児童棟（男子、心理対応室）、児童棟（女子・

幼児・食堂）、地域交流ホーム、母子・父子

緊急一時施設、苑庭、キャンプ場（山の家） 
２ 施設・事業所の特徴的な取組 
平成29年に国より示された「新しい社会的養育ビジョン」に基づく施設運営の方向性が

明確に打ち出されています。施設の小規模化と地域分散化を2本柱に据えた上で、①入所

定員数の減員、②本体施設の全ユニット化、③地域小規模児童養護施設の増設、④ファミ

リーホームの開設に重点が置かれた中・長期計画が周到に策定されています。また、第二

地域小規模児童養護施設である青葉ホームの多目的設備を有効活用して、地域の不登校児

や貧困家庭を対象とした「子ども食堂の開設」や「学習支援」と里親養成に資する支援活

動が計画されているほか、既に「生計困難者レスキュー事業」に参画するなど、社会福祉

法人としての責務を果たすべく社会や地域への貢献活動にも注力されています。 
３ 評価結果総評                                                                  
◆特に評価の高い点 
〇施設の明確な基本姿勢が反映された運営が目指されています。 
昼夜を問わず新型コロナウイルス感染症対策に追われ、様々な制約やストレスを受けな

がらも、施設の基本姿勢である「子ども達が勉学にスポーツにプライドの持てる人材」を

目標とした運営に真摯に取り組まれています。施設のバックアップを受けながら高校受験

や大学受験を目指す入所児童が着実に増加しています。 

https://ryuzangakuen.jimdofree.com/


〇コロナ禍のもと衛生管理の徹底が図られています。 
コロナ禍を契機として、看護師や調理師といった専門職が中心となって施設生活全般に

おける衛生管理の徹底が図られています。新型コロナウイルス感染症対策委員会が立ち上

げられるとともに、詳細な対応マニュアルが作成された上で全職員に周知され、感染予防

に最大限の努力が払われています。 
〇法人独自の自立支援策が実効性を伴って実践されています。 
施設を退所した大学生に対する住居提供などの法人独自の自立支援策が講じられてお

り、施設の養育基本姿勢として挙げられている「自立に向けた養育」が見事に具現化され

ています。中・長期計画に明記されている「一貫性のある養育と継続的な支援」が実践さ

れていることは高く評価されます。 
〇公益事業への積極的取組が強く意識されています。 
地域福祉への貢献が強く意識されています。地域の福祉ニーズに応えるべく、第二地域

小規模児童養護施設の多目的設備を活用した「子ども食堂」や「学習支援」、「里親支援」

などの新規事業への積極的な取組が計画されています。 
〇施設内研修を通じた職員の資質向上が図られています。 
施設内研修が充実しています。令和元年度においては特に人材育成研修に重点が置か

れ、施設への就職希望者の確保、職員の専門性の向上並びにスキルアップ、常勤職員の定

着化などに関するアイデアが職員同士の意見交換を経て生まれ、より良い手法が実践に繋

げられています。 
〇苑長をはじめ職員と子ども達の関係が信頼のもとに成り立っています。 
業務の見直し改善については、優先すべきは子ども達とのふれあいの時間と考えられて

おり、着実に傾聴する寄り添う時間を確保し、真摯に向き合われています。子どもに対し

ての思いやり、子どもの強みを見つける発言が職員にみられ、落ち着いた雰囲気で安心で

き自分を受け入れてもらえる居場所となっています。 
◆改善を求められる点 
〇職務分担表の整備が望まれます。 

実態を反映した職務分担表の作成が望まれます。最新の職務分担表には、不在となって

いる副苑長が記載されているほか、有事を前提とした苑長不在時の権限委任についても明

記されていません。また、個人別の業務分担表では委員会担当者が認識しづらいので、網

羅性のみならず概観性にも考慮した作成が望まれます。 

〇中・長期計画における資金計画の必要性が認められます。 

設備並びに人材育成に関する中・長期計画は具体的な内容を伴って詳細に策定されてい

ますが、資金調達などの資金面での計画が見当たりません。あくまでも見込みによる暫定

的な資金計画にならざるを得ない面はありますが、事業にとって不可欠な要素ですので当

該計画の策定が望まれます。 

〇異常気象を想定した避難計画策定が望まれます。 

防災気象情報と警戒レベルについての最新情報の周知が不十分です。高齢者や障害者と

同様に、乳幼児も「避難に時間を要する人」に含まれることを前提として、警戒レベルに

応じた避難行動等についての施設のマニュアルを作成の上、職員並びに入所児童に周知が

図られることが望まれます。 

〇職員個人面談の定期的な実施並びに職員相談窓口の設置が望まれます。 

コロナ禍の影響もあり、法人理事による職員の個人面談の実施が不十分となっていま



す。また、前回の第三者評価においても言及されていた職員の相談窓口の施設内設置がな

されていません。近年、職場のメンタルヘルス対策の重要性が高まりつつあることは周知

の事実であり、職員の職務上の不安やストレス緩和の観点からも相談窓口の設置が望まれ

ます。 

○不適切なかかわりの防止に関して、具体的な取組への工夫が期待されます。 

不適切なかかわりの防止に関してマニュアルが整備されていますが、さらに職員への周

知を図るために会議等でフローチャートの活用や具体的な例を示すなどの工夫が期待さ

れます。 
４ 第三者評価結果に対する施設・事業所のコメント（400字以内）                        

(R3.3.26) 

今回は新型コロナウイルス対策をしながらの第三者評価となりました。例年と異なる事 

業計画の実施内容となりましたが、その中にあっても高い評価を頂いた部分、取り組むべ 

き課題がありました。コロナ禍を契機として、今後も衛生管理の徹底を図るとともに、制 

限される生活でも子ども達の権利擁護と生活の質を補償する事業活動を実施して参りま 

す。永続的で安定した運営ための、中長期計画における資金計画の策定、昨今の異常気象 

を想定した防災・避難計画、龍山学苑を支える職員のメンタルヘルス対策を推進し、目標 

に掲げる「入って良かった龍山学苑」を達成させます。 
















































